農地売渡あっせん申出書

　下記により農地を売却したいので、農地移動適正化あっせん事業によりあっせんしていただきたく申出します。
　なお、事前に実質的に契約を締結している、不動産業者が介入している等、農地移動適正化あっせん事業の対象とすることが不適当な事実がないことを確約いたします。

　　令和　　　年　　　月　　　日
　　碧南市農業会会長　様

　　　　　　　　　　　　　　　　〒　　　　－
　　　　　申出人（所有者）　　　住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞
　　　　　　　　　　　　　　　　　※本人が手書きしない場合は、記名押印してください
　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号　　　　　－　　　　　－　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　※平日の日中に連絡がとれる電話番号を記入してください
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	所　在　地　番
	地　目
	面　積（㎡）
	特記事項（現状）
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◎申出理由

※　対象農地は農業振興地域の農用地区域内に限られます。
※　貸借中の農地は売買成立後に速やかに解約していただく必要があります。
※　抵当権がついている農地、相続未登記の農地は原則として受付できません。
（裏面もご確認ください）
農地移動適正化あっせん事業を用いて譲渡所得の控除を受ける場合、農地の売買価格は地域の農地の相場価格となり、買い手が競合した場合は農地移動適正化あっせん基準に基づき、最も適切と判断された方への売買が条件となります。譲渡所得の控除が受けられない場合であっても売買を希望しますか。
(例)・売買価格が相場の価格と大きく異なる場合
　　・農地の購入希望者があっせん基準第３条に掲げる要件を満たしていない場合　など

□希望する　　　□希望しない

